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《
資

料
》ド
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け
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排
出
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オ
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ク
シ
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ン
の
制
度
化
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て

川

合

敏

樹

は
じ
め
に

第
一
章

Ｅ
Ｕ
お
よ
び
ド
イ
ツ
に
お
け
る
排
出
枠
取
引
制
度
を
め
ぐ
る

概
況

第
一
節

Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
排
出
枠
取
引
の
制
度
化
と
そ
の
ド
イ
ツ
国

内
法
化

第
二
節

ド
イ
ツ
に
お
け
る
排
出
枠
取
引
の
制
度
化
に
対
す
る
リ
ア

ク
シ
ョ
ン

第
二
章

第
２
フ
ェ
ー
ズ
配
分
法
の
概
要
と
排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
令

の
定
立

第
一
節

第
２
フ
ェ
ー
ズ
配
分
法
の
概
要

第
二
節

排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
令
の
定
立

第
三
章

排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
令
の
概
要

第
一
節

排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
令
（
試
訳
）

第
二
節

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
さ
れ
る
排
出
枠
の
量
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の

期
間
（
第
二
条
関
係
）

第
三
節

入
札
手
続
、
落
札
価
格
の
決
定
、
排
出
枠
の
配
分
な
ど
の

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
手
続
（
第
三
条
関
係
）

第
四
節

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
決
済
（
第
四
条
関
係
）

第
五
節

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
関
す
る
報
告
義
務
お
よ
び
監
督
（
第
五

条
関
係
）

第
六
節

他
の
加
盟
国
に
お
け
る
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
制
度
と
の
関
係

（
第
六
条
関
係
）

お
わ
り
に

は

じ

め

に

本
稿
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
枠
に
関
す
る
オ

ー
ク
シ
ョ
ン
が
制
度
化
さ
れ
、
そ
の
運
用
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、

同
制
度
に
つ
い
て
規
定
す
る
法
令

そ
の
中
心
と
な
る
の
は
、
本
稿
で
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後
に
触
れ
て
い
く
「
第
２
フ
ェ
ー
ズ
配
分
法
に
基
づ
く
排
出
枠
の
オ
ー
ク

シ
ョ
ン
に
関
す
る
命
令
」（E

m
issio

n
sh
a
n
d
els

V
ersteig

eru
n
g
sv
er-

o
rd
n
u
n
g
 
2012,

E
H
V
V
 
2012.

以
下
に
お
い
て
は
、「
排
出
枠
オ
ー
ク

シ
ョ
ン
令
」
と
略
記

１
）

す
る
）
で
あ
る

の
訳
出
を
試
み
、
同
制
度
に
関

す
る
基
本
的
事
項
や
特
色
等
を
把
握
・
確
認
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。日

本
に
お
い
て
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
枠
取
引
が
運
用
さ
れ
て
間

も
な
い
が
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
制
度
は
、
Ｅ
Ｕ
お
よ
び
そ

の
い
く
つ
か
の
加
盟
国
や
ア
メ
リ
カ
な
ど
に
お
い
て
浸
透
し
て
き
て
お

り
、
ま
た
環
境
経
済
学
の
立
場
か
ら
そ
の
日
本
へ
の
導
入
に
も
肯
定
的
な

見
方
が

２
）

あ
る
。
こ
の
制
度
は
、
今
後
の
日
本
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
排

出
の
予
防
・
低
減
を
進
め
て
い
く
う
え
で
ひ
と
つ
の
参
考
と
な
る
と
考
え

ら
れ
る
た
め
、
本
稿
で
は
、
今
後
の
研
究
の
た
め
の
資
料
と
い
う
位
置
付

け
の
も
と
、
こ
こ
で
排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
令
の
訳
出
を
行
い
、
若
干
の

コ
メ
ン
ト
を
付
す
も
の
で

３
）

あ
る
。

本
稿
に
お
け
る
各
章
の
構
成
お
よ
び
内
容
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
。
第
一
章
に
お
い
て
は
、
Ｅ
Ｕ
（
第
一
節
）
お
よ
び
ド
イ
ツ
（
第
二

節
）
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
枠
取
引
の
制
度
化
の
前
後
に
見
ら
れ

た
立
法
や
判
例
、
こ
れ
ら
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
た
議
論
な
ど
を
概
観
す

る
。
次
い
で
、
第
二
章
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
枠

取
引
の
具
体
的
な
制
度
化
（
第
一
節
）
や
、
具
体
的
な
排
出
枠
オ
ー
ク
シ

ョ
ン
の
制
度
化
に
向
け
た
動
き
（
第
二
節
）
を
概
観
す
る
。
最
後
に
、
第

三
章
に
お
い
て
は
、
実
際
に
定
立
さ
れ
た
排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
令
を
訳

出
し
た
う
え
で
（
第
一
節
）、
特
に
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
規
定
に
つ

い
て
、
同
命
令
の
立
法
理

４
）

由
書
に
依
拠
し
な
が
ら
、
そ
の
基
本
的
事
項
や

特
色
等
を
把
握
・
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
（
第
二
節
〜
第
六
節
）。

第
一
章

お
よ
び
ド
イ
ツ
に
お
け
る
排
出
枠
取
引
制
度
を

め
ぐ
る
概
況

第
一
節

Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
排
出
枠
取
引
の
制
度
化
と
そ
の
ド
イ

ツ
国
内
法
化

Ｅ
Ｕ
は
、
京
都
会
議
な
ど
の
後
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
枠
取
引
制
度

に
関
す
る
指
令
（E

m
issio

n
sh
a
n
d
elsrich

tlin
ie,

R
ich
tlin

ie
 
2003 /

87 /E
G
.

以
下
に
お
い
て
は
、「
Ｅ
Ｕ
排
出
枠
取
引
指
令
」
と
略
記

５
）

す
る
）

を
発
布
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
枠
取
引
に
関
す
る
国
内
法
制
化
を
す

る
よ
う
加
盟
国
に
求
め
た
。
同
指
令
は
、
制
度
化
に
関
す
る
大
き
な
枠
組

み
の
み
を
定
め
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
各
加
盟
国
に
お
い
て
排
出
枠
取

引
制
度
自
体
を
ゼ
ロ
か
ら
設
計
・
構
築
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
、

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
同
様
に
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
枠
取
引
に
関
す
る
法

制
化
が
ゼ
ロ
か
ら
進
め
ら
れ
て
い

６
）

っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
時
期
の
ド
イ
ツ

に
お
け
る
排
出
枠
取
引
制
度
の
基
幹
を
成
し
た
法
令
が
、
①
二
〇
〇
四
年

七
月
八
日
の
「
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
枠
取
引
に
関
す
る
法
律
」

（T
reib

h
a
u
sg
a
s
E
m
issio

n
sh
a
n
d
elsg

esetz,
T
E
H
G
.

以
下
に
お
い

て
は
、「
排
出
枠
取
引
法
」
と
略
記

７
）

す
る
）
お
よ
び
②
二
〇
〇
四
年
八
月

二
六
日
の
「
二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
〇
七
年
の
期
間
に
お
け
る
温
室
効
果

ガ
ス
排
出
権
に
つ
い
て
の
国
内
配
分
計
画
に
関
す
る
法
律
」（Z

u
tei-
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lu
n
g
sg
esetz 2007,

Z
u
G
 
2007.

以
下
に
お
い
て
は
、「
第
１
フ
ェ
ー
ズ

配
分
法
」
と
略
記

８
）

す
る
）
で
あ
り
、
さ
ら
に
②
の
内
容
を
よ
り
詳
細
に
規

定
す
る
た
め
に
、
③
二
〇
〇
四
年
八
月
三
一
日
の
「
二
〇
〇
五
年
か
ら
二

〇
〇
七
年
の
期
間
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
枠
の
配
分
に
関
す
る

９
）

命
令
」
が
定
め
ら
れ
た
。

し
か
し
、
②
お
よ
び
③
に
つ
い
て
は
、
そ
の
名
称
が
示
す
と
お
り
、
Ｅ

Ｕ
の
排
出
枠
取
引
制
度
に
お
け
る
第
１
フ
ェ
ー
ズ
に
当
た
る
二
〇
〇
五
年

か
ら
二
〇
〇
七
年
に
お
け
る
排
出
枠
取
引
に
つ
い
て
規
律
す
る
法
令
で
あ

り
、
二
〇
〇
八
年
以
降
の
同
制
度
の
在
り
方
を
規
律
す
る
法
令
が
新
た
に

定
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
排
出
枠
取
引
の

第
２
フ
ェ
ー
ズ
に
当
た
る
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
二
年
を
対
象
と
し

て
、「
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
二
年
の
配
分
期
間
に
関
す
る
排
出
枠
取

引
の
法
的
基
盤
を
改
正
す
る
た
め
の

10
）

法
律
」
が
制
定
さ
れ
た
。
同
法
は
、

そ
の
名
称
の
と
お
り
、
排
出
枠
取
引
に
関
す
る
関
連
法
を
一
括
に
改
正
す

る
法
律

A
rtik

elg
esetz

（「
関
連
法
令
一
括
改
正
法
」）
と
い
う

で
あ
り
、
そ
の
第
一
条
に
お
い
て
、「
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
二

年
の
期
間
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
枠
に
つ
い
て
の
国
内
配
分
計
画

に
関
す
る
法
律
」（Z
u
teilu

n
g
sg
esetz 2012,

Z
u
G 2012.

以
下
に
お
い

て
は
、「
第
２
フ
ェ
ー
ズ
配
分
法
」
と
略
記

11
）

す
る
）
を
新
た
に
制
定
す
る

旨
を
定
め
、
さ
ら
に
第
二
条
に
お
い
て
、
上
記
①
の
改
正
に
つ
い
て
定
め

て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
施
行
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
以
下
で
触

れ
る
よ
う
に
、
第
２
フ
ェ
ー
ズ
配
分
法
に
関
す
る
よ
り
詳
細
・
具
体
的
な

規
定
を
設
け
る
た
め
、
同
法
第
二
一
条
第
二
項
に
基
づ
い
て
、
排
出
枠
オ

ー
ク
シ
ョ
ン
令
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

第
二
節

ド
イ
ツ
に
お
け
る
排
出
枠
取
引
の
制
度
化
に
対
す
る

リ
ア
ク
シ
ョ
ン

㈠

ド
イ
ツ
で
は
、
上
記
の
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
の
排
出
枠
取
引
の
制
度
化

の
前
に
、
連
邦
イ
ミ
ッ
シ
オ
ン
防
止
法

B
u
n
d
es

Im
m
issio

n
ssch

u
tz-

g
esetz.

以
下
に
お
い
て
は
、「B

Im
S
ch
G

」
と
略
記

12
）

す
る
）
お
よ
び
そ

の
下
位
法
令
で
あ
り
大
気
汚
染
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
行
政
規
則

T
A
 
L
u
ft

13
）

2002

に
お
い
て
、
イ
ミ
ッ
シ
オ
ン
（

14
）

Im
m
issio

n

）
お
よ
び

エ
ミ
ッ
シ
オ
ン
（

15
）

E
m
issio

n

）
の
相
殺
（K

o
m
p
en
sa
tio
n

）
と
い
う
制

度
が
定
め
ら
れ
て
き
た
。

例
え
ば
、
新
規
に
設
置
・
操
業
さ
れ
よ
う
と
す
る
施
設
単
体
で
は
当
該

空
間
の
イ
ミ
ッ
シ
オ
ン
限
界
値
を
超
過
し
て
し
ま
う
場
合
に
、
施
設
間
で

発
生
せ
し
め
る
イ
ミ
ッ
シ
オ
ン
を
相
殺
す
る
こ
と
で
、
全
体
と
し
て
当
該

空
間
の
イ
ミ
ッ
シ
オ
ン
限
界
値
の
遵
守
が
達
成
さ
れ
、
新
規
施
設
の
設

置
・
操
業
が
可
能
に
な
る
（
た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
新
規
施
設
自
体
が
イ
ミ
ッ
シ
オ
ン
限
界
値
を
超
え
て
設
置
・
操
業
さ

れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
）。
現
行
法
制
下
で
は
、B

Im
S
ch
G

第
六
七

ａ
条
第
２
項
やT

A
 
L
u
ft 2002

のN
r.4.2.2

な
ど
が
イ
ミ
ッ
シ
オ
ン

相
殺
制
度
を
規
定
し
て
い
る
。

他
方
、
エ
ミ
ッ
シ
オ
ン
相
殺
制
度
に
よ
る
と
、
あ
る
事
業
者
が
操
業
す

る
施
設
Ａ
と
施
設
Ｂ
で
そ
れ
ぞ
れ
同
量
の
大
気
汚
染
物
質
が
排
出
さ
れ
て

お
り
、
管
轄
官
庁
が
施
設
Ａ
に
対
し
て
排
出
削
減
命
令
を
下
そ
う
と
す
る

と
き
に
、
施
設
Ａ
で
相
応
の
削
減
措
置
を
採
る
よ
り
は
施
設
Ｂ
で
同
様
の

削
減
措
置
を
講
ず
る
ほ
う
が
低
コ
ス
ト
で
済
む
場
合
に
は
、
管
轄
官
庁
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は
、
施
設
Ｂ
に
お
け
る
削
減
措
置
を
と
る
も
の
と
さ
れ
る
。
現
行
法
制
下

で
は
、B

Im
S
ch
G

第
七
条
第
三
項
お
よ
び
第
一
七
条
第
三
ａ
項
に
規
定

さ
れ
、T

A
 
L
u
ft 2002

のN
r.6.2.5

な
ど
に
よ
り
詳
細
に
規
定
さ
れ

て
い
る
。

上
記
の
と
お
り
、
相
殺
制
度
は
、
排
出
枠
取
引
制
度
と
は
性
質
の
異
な

る
制
度
で
は
あ
る
も
の
の
、
伝
統
的
な
大
気
汚
染
施
設
の
許
可
・
監
督
法

制
に
お
い
て
、
経
済
的
観
点
に
依
拠
し
た
柔
軟
な
イ
ミ
ッ
シ
オ
ン
お
よ
び

エ
ミ
ッ
シ
オ
ン
の
予
防
・
削
減
を
導
入
す
る
も
の
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
環
境

法
に
と
っ
て
は
、
排
出
枠
取
引
制
度
の
前
身
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
相
殺
制
度
に
つ
い
て
は
、
そ
の
利
点
を
発
揮
し
た
事
例
は
あ
っ

た
も
の
の
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
ほ
ど
活
用
さ
れ
て
き
て
お
ら
ず
、
そ

の
効
用
に
も
消
極
的
な
評
価
が
少
な
く
な
か
っ
た
よ
う
で
、
こ
れ
ま
で
の

伝
統
的
な
施
設
許
可
・
監
督
法
制
に
と
っ
て
代
わ
る
、
ま
た
は
こ
れ
を
有

効
に
補
完
す
る
ほ
ど
の
機
能
を
発
揮
し
て
い
な
い
よ
う
で

16
）

あ
る
。

㈡

そ
も
そ
も
、
ド
イ
ツ
環
境
法
の
中
で
も
、B

Im
S
ch
G

の
伝
統
的

枠
組
み
に
よ
れ
ば
、
同
様
の
状
況
下
に
あ
る
全
て
の
事
業
者
に
対
し
て
一

律
に
法
が
適
用
さ
れ
、
画
一
的
に
高
度
の
環
境
保
護
の
水
準
が
達
成
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
思
考
が
重
視
さ
れ
て
き
て
お
り
、
許
可
制
度
と
事

後
命
令
制
度
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
規
制
的
手
法
を
中
心
に
法
制
度
が

組
み
立
て
ら
れ
て
き
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
元
々
一
九
世
紀
の
営
業
法

制
に
起
源
を
有
す
るB

Im
S
ch
G

に
関
し
て
は
、
特
に
顕
著
な
こ
と
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
の
裏
返
し
と
し
て
、B

Im
S
ch
G

に
つ
い
て
は
、
経
済
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
に
訴
え
る
手
法
な
ど
に
は
懐
疑

的
な
見
方
が
少
な
く
な
か
っ
た
の
で

17
）

あ
る
。
特
にB

Im
S
ch
G

に
つ
い
て

は
、
伝
統
的
に
は
、
同
法
に
お
い
て
制
度
化
さ
れ
て
い
る
危
険
防
御

（G
efa

h
ren

a
b
w
eh
r

）
は
も
と
よ
り
、
技
術
の
水
準

S
ta
n
d d

er T
ech

-

n
ik

）
に
基
づ
く
画
一
的
な
事
前
配
慮
（V

o
rso

rg
e

）
に
よ
っ
て
、
大
気

を
は
じ
め
と
す
る
環
境
の
保
護
お
よ
び
生
命
・
健
康
の
保
護
が
全
う
さ
れ

る
と
考
え
ら
れ
て
き
て
お
り
、
同
じ
く
大
気
の
利
用
に
関
し
て
環
境
管
理

的
側
面
の
導
入
を
促
進
す
る
排
出
枠
取
引
な
ど
の
経
済
的
手
法
の
導
入
に

よ
っ
て
、
そ
の
体
系
の
崩
壊
も
危
惧
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
の
た

め
、
排
出
枠
取
引
の
制
度
化
に
対
し
て
は
、
連
邦
や
州
の
レ
ベ
ル
で
も
異

論
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

㈢

し
た
が
っ
て
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
自
国

の
判
断
で
は
な
く
Ｅ
Ｕ
指
令
を
契
機
と
し
て
国
内
で
排
出
枠
取
引
が
制
度

化
さ
れ
た
と
は
い
え
、
排
出
枠
取
引
法
に
お
い
て
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排

出
行
為
に
は
管
轄
官
庁
（zu

sta
n
d
ig
e

18
）

B
eh
o
rd
e

）
の
許
可
を
要
し
、

管
轄
官
庁
の
行
政
行
為
に
よ
っ
て
排
出
枠
が
配
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
法
構
造
上
（
排
出
枠
取
引
法
第
四
条
以
下
。
特
に
第
四
条
、

第
六
条
お
よ
び
第
九
条
）、
事
業
者
へ
の
具
体
的
な
排
出
枠
の
配
分
の
決

定
に
対
し
て
異
議
申
立
て
（W

id
ersp

ru
ch

）
や
取
消
訴
訟
（A

n
fech

-

tu
n
g
sk
la
g
e

）
が
無
数
に
提
起
さ
れ
た
こ
と
は
、
む
し
ろ
当
然
に
予
想

さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た

19
）
20
）

の
で
あ
る
。

排
出
枠
取
引
制
度
の
導
入
や
そ
の
内
容
の
適
否
を
め
ぐ
る
争
訟
の
中
で

も
、
特
に
大
手
セ
メ
ン
ト
事
業
者
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
取
消
訴
訟
（
主

位
的
請
求
）

た
だ
し
、
こ
の
取
消
訴
訟
は
、
原
告
自
身
に
対
し
て
行
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政
行
為
と
し
て
下
さ
れ
た
排
出
枠
の
割
り
当
て
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は

21
）

な
い

、
お
よ
び
排
出
枠
取
引
法
上
の
各
義
務
が
存
在
し
な
い
こ
と
の

確
認
を
求
め
る
確
認
訴
訟
（F

eststellu
n
g
sk
la
g
e

）（
予
備
的
請
求
）

は
、
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
行
政
裁

22
）

判
所
を
経
て
、
最
終
的
に
連
邦
行
政
裁

23
）

判
所
に
ま
で
係
属
す
る
こ
と
と
な
り
、
連
邦
行
政
裁
判
所
が
ど
の
よ
う
な

判
決
を
下
す
の
か
が
注
目
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
連
邦
行
政
裁
判
所

は
、
取
消
訴
訟
を
却
下
し
、
確
認
訴
訟
に
つ
い
て
の
み
本
案
審
理
の
対
象

と

24
）

し
て
、
大
要
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
て
、
確
認
の
訴
え
を
棄
却

25
）

し
た
。

ア

Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
の
排
出
枠
取
引
制
度
の
導
入
は
、
Ｅ
Ｕ
法
上
決
定

さ
れ
た
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
に
よ
る
そ
の
合
憲
性
の
審
査
は
、
か

か
る
基
幹
的
決
定
（S

y
stem

en
tsch

eid
u
n
g

）
が
、
加
盟
国
の
国
民
に

保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Ｅ
Ｕ
法
上
の
基
本
権
を
侵
害
し
て
い
な
い

ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
裁
判
所
に
よ

る

合

憲

性

の

審

査

の

基

準

と

な

る

の

は
、
ド

イ

ツ

基

本

法

（

26
）

G
ru
n
d
g
esetz

）
に
関
す
る
基
本
権
侵
害
の
有
無
で
は
な
く
、
Ｅ
Ｕ
法

上
の
基
本
権
侵
害
の
有
無
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
基
本
法
上
の
基

本
権
を
審
査
基
準
と
し
う
る
の
は
、
Ｅ
Ｕ
法
上
で
必
要
な
基
本
権
保
護
の

水
準
（G

ru
n
d
rech

tssta
n
d
a
rd

）
が
保
障
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
限
ら

れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
観
点
か
ら
審
査
す
る
に
、
排
出
枠

取
引
制
度
の
掲
げ
る
目
標
は
正
当
で
あ
り
、
そ
の
目
標
達
成
の
た
め
に
排

出
枠
取
引
を
制
度
化
す
る
こ
と
は
適
正
か
つ
必
要
で
あ
り
、
排
出
枠
取
引

制
度
の
導
入
と
い
う
基
幹
的
決
定
は
、
Ｅ
Ｕ
法
上
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
財
産
権
や
職
業
選
択
の
自
由
を
侵
害
し
て
は
い
な
い
と
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

イ

こ
れ
に
対
し
て
、
上
述
の
排
出
枠
取
引
制
度
の
導
入
と
い
う
基
幹

的
決
定
の
内
容
を
具
体
的
に
ド
イ
ツ
国
内
法
制
化
す
る
に
あ
た
り
、
基
幹

的
決
定
と
い
う
強
制
的
な
準
則
（zw

in
g
en
d
e V

o
rg
a
b
e

）
と
は
関
係

の
な
い
部
分

ド
イ
ツ
国
内
法
独
自
の
具
体
的
な
規
定

の
適
否
に

つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
基
本
法
上
の
基
本
権
を
審
査
基
準
と
し
て
審
査
が
行

わ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
観
点
か
ら
審
査
す
る
に
、
排
出

枠
取
引
法
上
の
規
定
は
原
告
の
既
得
の
操
業
権
限
を
侵
害
す
る
も
の
で
は

な
く
、
ま
た
排
出
枠
取
引
法
第
二
〇
条
第

27
）

一
項
の
管
轄
規
定
は
基
本
法
第

八
七
条
第
三
項
第

28
）

一
文
の
立
法
管
轄
規
定
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
上
記
ア
お
よ
び
イ
の
よ
う
に
合
憲
で
あ
る
と
の
結
論
を
下
し
た

連
邦
行
政
裁
判
所
の
判
決
を
受
け
て
、
憲
法
異
議
の
訴
え

V
erfa

ssu
n
g
s-

b
esch

w
erd

e

）
が
提
起
さ
れ
た
が
、
連
邦
憲
法
裁

29
）

判
所
は
や
は
り
合
憲

で
あ
る
と
の
結
論
を
下
し
て

30
）

い
る
。

第
二
章

第
２
フ
ェ
ー
ズ
配
分
法
の
概
要
と
排
出
枠

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
令
の
定
立

第
一
節

第
二
フ
ェ
ー
ズ
配
分
法
の
概
要

㈠

第
２
フ
ェ
ー
ズ
配
分
法
に
よ
れ
ば
、
同
法
の
目
的
は
、
第
２
フ
ェ

ー
ズ
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
で
の
温
室
効
果
ガ
ス
（

31
）

T
reib

h
a
u
sg
a
se

）
の

排
出
に
関
す
る
国
内
の
目
標
を
定
め
、
排
出
枠
の
配
分
、
引
渡
し
お
よ
び

売
買
に
関
す
る
規
律
を
定
め
る
こ
と
に
あ
る
（
第
２
フ
ェ
ー
ズ
配
分
法
第
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一
条
）。
そ
し
て
、
こ
の
第
２
フ
ェ
ー
ズ
に
お
け
る
ド
イ
ツ
国
内
で
の
温

室
効
果
ガ
ス
の
排
出
に
関
す
る
数
値
目
標
と
し
て
は
、
一
年
あ
た
り
九
億

七
三
六
〇
万
ト
ン
の
二
酸
化
炭
素
当
量
（

32
）

K
o
h
len
d
io
x
id
a
q
u
iv
a
len
t

）

の
排
出
と
さ
れ
て
い
る
（
第
２
フ
ェ
ー
ズ
配
分
法
第
四
条
第
一
項
）。
こ

の
う
ち
、
第
２
フ
ェ
ー
ズ
に
お
い
て
配
分
可
能
と
さ
れ
て
い
る
排
出
枠

（

33
）

B
erech

tig
u
n
g

）
の
総
量
は
、
一
年
あ
た
り
四
億
四
二
〇
七
万
ト
ン
で

あ
り
、
こ
れ
に
排
出
枠
取
引
法
第
二
六
条
第
一
項
の
経
過
措
置
が
適
用
さ

れ
る
施
設
分
の
リ
ザ
ー
ブ
一
一
〇
〇
万
ト
ン
が
加
わ
り
、
合
計
四
億
五
三

〇
七
万
ト
ン
と
さ
れ
て
い
る
（
第
２
フ
ェ
ー
ズ
配
分
法
第
四
条
第
二
項
）。

ま
た
、
新
規
施
設
（

34
）

N
eu
a
n
la
g
en

）
の
排
出
分
な
ど
に
関
し
て
は
、
一

年
あ
た
り
二
三
〇
〇
万
ト
ン
の
排
出
枠
が
リ
ザ
ー
ブ
と
し
て
定
め
ら
れ
て

い
る
（
第
２
フ
ェ
ー
ズ
配
分
法
第
五
条
）。

㈡

排
出
枠
取
引
法
上
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
行
為
に
は
管
轄
官
庁

の
許
可
を
要
し
、
管
轄
行
政
庁
の
決
定
に
よ
っ
て
排
出
枠
が
配
分
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
（
排
出
枠
取
引
法
第
四
条
以
下
。
特
に
第
四
条
、

第
六
条
お
よ
び
第
九
条
）、
第
２
フ
ェ
ー
ズ
配
分
法
で
は
、
排
出
枠
の
配

分
に
関
す
る
基
準
が
施
設
の
種
類
ご
と
に
詳
細
に
定
め
ら
れ
て
い
る
（
第

２
フ
ェ
ー
ズ
配
分
法
第
六
条
以
下
）。
二
〇
〇
二
年
一
二
月
三
一
日
ま
で

に
操
業
開
始
（

35
）

In
b
etrieb

n
a
h
m
e

）
し
た
既
存
の
産
業
施
設
に
つ
い
て

は
、
目
標
達
成
の
た
め
の
係
数
（
第
１
フ
ェ
ー
ズ
比
〇
・
九
八
七
五＝

マ

イ
ナ
ス
一
・
一
二
五
％
）
を
基
に
し
た
う
え
で
、
施
設
の
種
別
ご
と
の
基

準
年
（
二
〇
〇
〇
年
〜
二
〇
〇
五
年
）
に
お
け
る
年
間
平
均
排
出
量
に
即

し
た
配
分
が
な
さ
れ
る
。
他
方
、
同
様
に
二
〇
〇
二
年
一
二
月
三
一
日
ま

で
に
操
業
開
始
し
た
既
存
の
電
力
事
業
等
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
成
施
設
に
つ

い
て
は
、
当
該
の
活
動
に
際
し
て
用
い
ら
れ
る
燃
焼
物
質
ご
と
に
、
基
準

年
に
お
け
る
施
設
の
年
間
の
製
造
工
程
量
（

36
）

P
ro
d
u
k
tio
n
sm
en
g
e

）
の

平
均
値
、
製
品
の
有
す
る
エ
ミ
ッ
シ
オ
ン
値
（
具
体
的
に
は
第
２
フ
ェ
ー

ズ
配
分
法
別
表
３
ま
た
は
別
途
定
立
さ
れ
る
法
規
命
令
に
掲
載
）
に
即
し

た
配
分
が
な
さ
れ
る
。
ま
た
、
既
存
施
設
の
中
で
も
、
比
較
的
最
近
（
具

体
的
に
は
二
〇
〇
三
年
一
月
一
日
か
ら
二
〇
〇
七
年
一
二
月
三
一
日
）
に

操
業
を
開
始
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
施
設
の
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ

（

37
）

K
a
p
a
zita

t

）
に
基
づ
く
製
品
、
施
設
の
標
準
的
処
理
指
標
（S

ta
n
-

d
a
rd
a
u
sla
stu
n
g
sfa
k
to
r

）、
製
品
の
有
す
る
エ
ミ
ッ
シ
オ
ン
値
に
即

し
て
配
分
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
、
ま
た
、
新
規
施
設
に
つ
い
て
も
、

こ
れ
と
同
様
の
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
方
式
の
採
用
）。

こ
う
し
た
第
２
フ
ェ
ー
ズ
配
分
法
に
お
け
る
排
出
枠
の
配
分
に
関
す
る
規

定
は
、
第
１
フ
ェ
ー
ズ
配
分
法
と
比
べ
て
、
簡
略
な
も
の
と
な
り
、
ま
た

技
術
水
準
に
応
じ
た
配
分
が
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
容
に
関
し

て
も
変
化
を
見
せ
て
い
る
と
評
価
さ
れ
て

38
）

い
る
。

第
二
節

排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
令
の
定
立

そ
し
て
、
第
２
フ
ェ
ー
ズ
配
分
法
の
第
五
章
「
排
出
枠
の
販
売

（V
era

u
ß
seru

n
g
 
v
o
n
 
B
erech

tig
u
n
g
en

）」（
第
一
九
条
〜
第
二
一

条
）
で
は
、
Ｅ
Ｕ
排
出
枠
取
引
指
令
に
お
い
て
配
分
可
能
な
排
出
枠
の
う

ち
最
大
一
〇
％
を
有
償
で
配
分
で
き
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
基
づ
き

（
Ｅ
Ｕ
排
出
枠
取
引
指
令
第
一

39
）

〇
条
）、
第
２
フ
ェ
ー
ズ
に
ド
イ
ツ
に
お
い

て
販
売
可
能
と
さ
れ
て
い
る
四
〇
〇
〇
万
の
排
出
枠
（
第
２
フ
ェ
ー
ズ
配
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分
法
第
一
九
条
）

し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
配
分
可
能
な
排

出
枠
の
約
九
％
に
当
た
る

に
つ
い
て
は
、
市
場
価
格
に
よ
る
売
却
に

よ
っ
て
配
分
さ
れ
て
も
よ
い
し
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
配
分
さ
れ
て

も
よ
い
と
さ
れ
、
後
者
の
場
合
に
は
、
遅
く
と
も
二
〇
一
〇
年
一
月
一
日

以
降
に
は
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
（
第
２
フ
ェ
ー

ズ
配
分
法
二
一
条
）。
そ
し
て
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
制
度
化
に
つ
い
て
は
、

法
規
命
令
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
、
そ
の
た
め
の
授
権
規
定
が
第
２
フ
ェ
ー

ズ
配
分
法
第
二
一
条
第
二
項
に
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
規
定
を
受
け
、
ド
イ
ツ
で
は
、
二
〇
〇
八
年
お
よ
び
二
〇
〇

九
年
に
は
、
連
邦
環
境
・
自
然
保
護
・
原
子
炉
安
全
省
（B

u
n
d
es-

m
in
istriu

m
 
fu
r U

m
w
elt,

N
a
tu
rsch

u
tz u

n
d R

ea
k
to
rsich

erh
eit,

B
M
U

）
の
委
託
を
受
け
た
ド
イ
ツ
復
興
金
融
公
庫
（K

red
ita
n
sta
lt

 
fu
r W

ied
era

u
fb
a
u
 
B
a
n
k
en
g
ru
p
p
e,
K
fW
）
に
よ
っ
て
、
欧
州
気

候
取
引
所
（E

u
ro
p
ea
n C

lim
a
te E

x
ch
a
n
g
e,
E
C
X

）
お
よ
び
欧
州
エ

ネ
ル
ギ
ー
取
引
所
（E

u
ro
p
ea
n E

n
erg

y E
x
ch
a
n
g
e,
E
E
X

）
に
お
い

て
排
出
枠
の
販
売
が
行
わ
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
二
〇
一
〇
年
以
降
は
、
過
去
二
年
間
の
排
出
枠
の
販

売
の
経
験
を
基
に
し
な

40
）

が
ら
、
も
っ
ぱ
ら
電
力
事
業
等
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
生

成
施
設
を
対
象
と

41
）

し
て
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
排
出
枠
の
配
分
を
実
施

す
る
と
さ
れ
、
そ
こ
で
前
記
の
授
権
規
定
に
基
づ
い
て
本
命
令

第

２
フ
ェ
ー
ズ
配
分
法
に
基
づ
く
排
出
枠
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
関
す
る
命

令
」

が
定
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
三
章

排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
令
の
概
要

本
章
で
は
、
ま
ず
第
一
節
に
お
い
て
、
排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
令
の
訳

出
を
試
み
る
。
そ
し
て
、
第
二
節
以
下
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
排
出
枠

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
令
の
立
法
理
由
書
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
第
一
節
で
訳
出

を
試
み
た
う
ち
特
に
重
要
な
規
定
（
と
り
わ
け
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
量
や

期
間
に
つ
き
規
律
す
る
第
二
条
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
実
施
手
続
を
規
律
す

る
第
三
条
な
ど
）
に
関
す
る
基
本
的
事
項
や
特
色
を
確
認
し
て
い
く
。

第
一
節

排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
令
（
試
訳
）

排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
令
は
、
前
文
（E

in
g
a
n
g
sfo
rm
el

）
の
ほ
か

に
は
全
八
箇
条
か
ら
成
っ
て
お
り
、
非
常
に
簡
潔
な
法
規
命
令
で
あ
る
。

以
下
に
排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
令
を
訳
出

42
）

す
る
。

前
文二

〇
〇
七
年
八
月
七
日
の
第
２
フ
ェ
ー
ズ
配
分
法
第
二
一
条
第

43
）

二
項
に

基
づ
き
、
連
邦
政
府
は
、
連
邦
衆
議
院
の
同
意
を
も
っ
て
、
こ
の
命
令
を

定
立
す
る
。

第
一
条：

適
用
領
域

こ
の
命
令
は
、
二
〇
一
〇
年
一
月
一
日
以
降
に
行
わ
れ
る
温
室
効
果
ガ

ス
排
出
枠
取
引
法
第
三
条
第

44
）

四
項
に
い
う
排
出
枠
（B

erech
ti-

g
u
n
g
en

）
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
（V

ersteig
eru

n
g

）
に
つ
い
て
規
律
す
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る
。

第
二
条：

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
量
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
期
間

①

一
年
ご
と
に
、
即
時
履
行
に
よ
る
取
引
（
ス
ポ
ッ
ト
取
引
）

（S
p
o
th
a
n
d
el

）
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
期
日
に
引
渡
し
を
行
う
取
引

（
先
渡
し
取
引
）（T

erm
in
h
a
n
d
el

）
に
よ
っ
て
、
以
下
の
排
出
枠
の

全
体
量
が
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
さ
れ
る
。

一

第
２
フ
ェ
ー
ズ
配
分
法
の
第
一
九
条
第

45
）

一
文
に
基
づ
く
四
〇
〇
〇

万
の
排
出
枠

二

第
２
フ
ェ
ー
ズ
配
分
法
の
第
五
条
第
三
項
第

46
）

一
文

に
基
づ
く
コ

ス
ト
の
弁
済
に
必
要
な
排
出
枠
の
量

②

第
一
項
に
基
づ
く
全
体
量
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
た
め
に
、
全
体
量
が

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
さ
れ
る
ま
で
、
年
初
以
降
、
そ
れ
ぞ
れ
、
一
週
間
ご
と

に
、
八
七
〇
〇
〇
〇
の
排
出
枠
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
る
。
第
一

文
に
基
づ
く
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
量
の
配
分
の
た
め
に
、
一
月
か
ら
一
〇
月

ま
で
の
一
週
間
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
期
間
に
お
い
て
、
各
期
間
と
も
、
五

七
〇
〇
〇
〇
の
排
出
枠
が
先
渡
し
取
引
で
そ
の
年
の
一
二
月
の
引
渡
し

に
供
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
排
出
枠
が
ス
ポ
ッ
ト
取

引
で
供
さ
れ
る
。

③

取
引
シ
ス
テ
ム
が
所
定
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
期
間
の
一
で
技
術
上
の
障

害
を
理
由
に
機
能
し
な
か
っ
た
場
合
、
ま
た
は
あ
る
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
期

間
に
お
い
て
入
札
量
全
体
が
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
提
供
量
を
下
回
っ
た
場

合
、
所
定
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
期
間
に
お
い
て
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
は
行
わ
な

い
。
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
期
間
に
つ
い
て
は
、
以
降
の

一
五
取
引
日
内
に
代
替
期
間
が
定
め
ら
れ
る
。
管
轄
機
関
（zu

sta
n
-

d
ig
e S

tlle

）
は
、
第
二
文
に
基
づ
く
代
替
期
間
が
取
引
所
の
慣
例
ど

お
り
に
告
示
さ
れ
る
よ
う
確
保
す
る
。

④

第
一
項
第
二
号
に
基
づ
く
必
要
な
排
出
枠
量
を
規
定
す
る
に
あ
た
り

基
準
と
な
る
の
は
、
排
出
枠
数
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
基
づ
く
純
益
で
あ

り
、
こ
の
純
益
は
、
料
金
収
入
で
は
弁
済
で
き
な
い
、
連
邦
環
境
庁

（U
m
w
eltb

u
n
d
esa

m
t

）
内
の
ド
イ
ツ
排
出
枠
取
引
局
（D

eu
tsch

e
 

E
m
issio

n
sh
a
n
d
elsstelle

）
の
コ
ス
ト
と
、
各
予
算
年
度
に
つ
き
調

整
を
必
要
と
す
る
が
、
こ
の
コ
ス
ト
は
、
連
邦
財
政
計
画
（B

u
n
d
es-

h
a
u
sh
a
ltsp

la
n

）
の
う
ち
の
連
邦
環
境
・
自
然
保
護
・
原
子
炉
安
全

省
に
よ
る
個
別
計
画
第
一
六
の
第
〇
五
章
「
連
邦
環
境
庁
」
に
お
け
る

タ
イ
ト
ル
グ
ル
ー
プ
〇
三
「
ド
イ
ツ
排
出
枠
取
引
局
」
か
ら
判
明
す

る
。
弁
済
の
過
不
足
は
将
来
の
リ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
必
要
性
に
算
入
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
文
の
リ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
必
要
性
は
年

の
一
月
か
ら
一
〇
月
ま
で
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
純
益
か
ら
等
分
に
弁
済

さ
れ
る
。

第
三
条：

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
手
続

①

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
実
施
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
個
別
に
、
第
二
条
第
二
項

第
二
文
に
基
づ
く
配
分
に
従
い
、
国
に
よ
り
監
督
さ
れ
排
出
枠
の
ス
ポ

ッ
ト
取
引
お
よ
び
先
渡
し
取
引
が
行
わ
れ
る
市
場
（
実
施
取
引
所
）
で

の
取
引
所
取
引
の
一
部
と
し
て
、
行
わ
れ
る
。

②

ス
ポ
ッ
ト
取
引
ま
た
は
先
渡
し
取
引
に
お
け
る
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
入

札
者
と
し
て
参
加
す
る
権
限
を
有
す
る
の
は
、
実
施
取
引
所
に
お
い
て
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そ
れ
ぞ
れ
の
排
出
枠
取
引
に
つ
き
許
可
さ
れ
た
全
て
の
取
引
参
加
者
で

あ
る
。
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
さ
れ
る
排
出
枠
の
売
り
手
は
、
管
轄
機
関
で
あ

る
。

③

ス
ポ
ッ
ト
取
引
に
お
け
る
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
場
合
、
最
少
の
入
札
量

は
、
五
〇
〇
の
排
出
枠
で
あ
り
、
そ
の
他
の
場
合
に
は
、
一
〇
〇
〇
の

排
出
枠
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
多
く
の
入
札
量
は
、
最
少
の
入
札
量
の
整

数
の
倍
数
に
合
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
入
札
価
格
は
小
数
点
第
二

位
ま
で
を
も
っ
て
ユ
ー
ロ
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
手
続
は
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
ご
と
に
入
札
者
集
団
を
対

象
と
し
て
均
一
価
格
手
続
（E

in
h
eitsp

reisv
erfa

h
ren

）
に
従
い
実

施
さ
れ
る
。
ど
の
入
札
者
も
、
そ
れ
ぞ
れ
、
自
身
の
な
し
た
入
札
の
み

を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
非
公
開
入
札
簿
）（g

esch
lo
ssen

es
 

O
rd
erb

u
ch

）。

⑤

な
さ
れ
た
入
札
は
、
所
定
の
期
日
に
、
入
札
価
格
の
高
さ
に
従
い
、

ラ
ン
ク
づ
け
さ
れ
、
同
等
の
入
札
価
格
で
あ
る
場
合
に
は
、
入
札
の
ア

ク
セ
ス
の
時
間
順
に
従
い
、
ラ
ン
ク
づ
け
さ
れ
る
。
入
札
に
お
い
て
示

さ
れ
た
入
札
量
は
、
最
も
高
額
の
入
札
価
格
か
ら
合
計
さ
れ
て
い
く
。

合
計
さ
れ
た
入
札
量
が
、
提
供
さ
れ
る
排
出
枠
量
に
達
す
る
か
、
ま
た

は
こ
れ
を
上
回
る
と
こ
ろ
の
入
札
の
価
格
を
落
札
価
格
と
す
る
。
落
札

価
格
の
高
さ
に
応
じ
て
、
合
計
さ
れ
た
全
て
の
入
札
が
配
分
さ
れ
る
。

最
後
に
落
札
に
成
功
し
た
入
札
に
残
り
の
排
出
枠
量
を
割
り
当
て
る
。

第
四
条：

決
済

①

ス
ポ
ッ
ト
取
引
お
よ
び
先
渡
し
取
引
に
お
け
る
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
で
落

札
に
成
功
し
た
入
札
の
決
済
は
、
実
施
取
引
所
に
て
同
様
の
排
出
枠
取

引
の
決
済
に
つ
き
適
用
さ
れ
る
も
の
と
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
条
件
に
服
す

る
。

②

入
札
の
中
止
お
よ
び
変
更
な
ら
び
に
落
札
に
成
功
し
た
入
札
の
確
定

に
つ
い
て
は
、
実
施
取
引
所
は
、
参
加
者
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
同
様
の
排

出
枠
取
引
の
場
合
よ
り
も
高
価
な
料
金
ま
た
は
代
償
を
請
求
し
て
は
な

ら
な
い
。
実
施
取
引
所
ま
た
は
そ
の
付
属
機
関
に
よ
り
行
わ
れ
る
、
落

札
に
成
功
し
た
入
札
に
際
す
る
履
行
行
為
の
決
済
（
ク
リ
ア
リ
ン
グ
）

に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

第
五
条：

報
告
義
務
、
監
督

①

実
施
取
引
所
は
、
管
轄
機
関
に
対
し
て
、
各
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
終
了

後
、
落
札
価
格
に
関
し
て
、
匿
名
の
形
式
で
入
札
の
配
当
お
よ
び
オ
ー

ク
シ
ョ
ン
の
数
的
デ
ー
タ
、
と
り
わ
け
入
札
者
の
総
数
、
成
功
し
た
入

札
者
の
数
、
全
入
札
量
と
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
量
と
の
関
係
お
よ
び
入
札
価

格
の
差
に
関
す
る
報
告
を
行
う
。
管
轄
機
関
は
、
落
札
価
格
が
適
宜
か

つ
取
引
所
の
慣
例
ど
お
り
に
公
示
さ
れ
る
よ
う
確
保
す
る
。

②

実
施
取
引
所
は
、
入
札
者
の
行
動
を
継
続
的
に
監
視
す
る
義
務
を
負

う
。
落
札
価
格
の
歪
曲
に
向
け
ら
れ
た
入
札
者
の
行
動
の
兆
候
が
あ
る

と
き
は
、
実
施
取
引
所
は
、
必
要
な
対
処
措
置
を
講
じ
る
；
こ
れ
に
次

い
で
、
実
施
取
引
所
は
、
第
三
条
第
五
項
に
基
づ
く
落
札
価
格
を
調
査

す
る
。
実
施
取
引
所
は
、
講
じ
た
措
置
に
関
し
て
、
取
引
所
法
上
管
轄

を
有
す
る
監
督
官
庁
お
よ
び
管
轄
機
関
に
対
し
て
通
知
す
る
。
そ
れ
ぞ

れ
の
取
引
場
所
に
つ
き
適
用
さ
れ
る
監
督
法
上
の
規
定
に
は
影
響
が
及
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ば
な
い
も
の
と
す
る
（u

n
b
eru

h
ren

）。

③

第
二
項
第
二
文
に
基
づ
く
通
知
を
行
っ
た
場
合
、
管
轄
機
関
は
、
全

入
札
量
を
、
入
札
者
当
た
り
、
ス
ポ
ッ
ト
取
引
ま
た
は
先
渡
し
取
引
に

お
け
る
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
ご
と
に
、
そ
の
都
度
、
一
〇
〇
〇
〇
〇
の
排
出

枠
に
限
定
し
、
ま
た
は
排
出
枠
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
際
す
る
そ
の
他
の

通
常
の
措
置
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
都
度
の
取
引
場
所
に
つ

き
適
用
さ
れ
る
監
督
法
上
の
規
定
は
影
響
が
及
ば
な
い
も
の
と
す
る
。

管
轄
機
関
は
、
第
一
文
に
基
づ
く
措
置
が
そ
の
都
度
取
引
所
の
慣
例
ど

お
り
に
公
示
さ
れ
る
よ
う
確
保
す
る
。

④

管
轄
機
関
は
、
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
基
づ
き
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
さ

れ
た
排
出
枠
量
を
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
年
の
一
一
月
五
日
ま
で
に
公
開
す

る
。

第
六
条：

他
の
加
盟
国
の
委
託
に
よ
る
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

実
施
取
引
所
は
、
他
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
委
託
を
受
け
て
排
出
権
の
オ
ー

ク
シ
ョ
ン
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
条
件
が
同
等

で
あ
る
場
合
、
管
轄
機
関
の
同
意
を
も
っ
て
、
あ
る
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
期
間

中
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
量
を
統
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条：

管
轄
機
関

こ
の
命
令
に
お
い
て
管
轄
機
関
と
は
、
連
邦
環
境
庁
の
こ
と
を
い
う
。

第
八
条：

施
行

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
翌
日
に
施
行
す
る
。

第
二
節

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
さ
れ
る
排
出
枠
の
量
、
オ
ー
ク
シ
ョ

ン
の
期
間
（
第
二
条
関
係
）

㈠

排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
令
第
二
条
第
一
項
で
は
、
第
２
フ
ェ
ー
ズ

に
お
け
る
排
出
枠
で
あ
る
一
年
あ
た
り
四
〇
〇
〇
万
ト
ンC

O

（
同
項

第
一
号
）
お
よ
び
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
制
度
の
運
用
に
伴
う
コ
ス
ト
の
弁
済
に

必
要
な
分
（
同
項
第
二
号
）
を
対
象
と
し
て
、
ス
ポ
ッ
ト
取
引
と
先
渡
し

取
引
の
二
種
類
の
取
引
方
法
に
よ
っ
て
取
引
が
な
さ
れ
る
旨
が
定
め
ら
れ

て
い
る
。
本
命
令
に
お
い
て
、
ス
ポ
ッ
ト
取
引
と
は
、
落
札
後
四
八
時
間

内
に
引
渡
し
・
支
払
い
が
行
わ
れ
る
取
引
を
い
い
、
先
渡
し
取
引
と
は
、

履
行
の
た
め
に
そ
の
年
の
一
二
月
に
引
渡
し
の
期
間
設
定
が
な
さ
れ
る
も

の
で

47
）

あ
る
。
そ
し
て
、
第
二
条
第
二
項
で
は
、
一
週
間
を
単
位
と
し
て
オ

ー
ク
シ
ョ
ン
期
間
が
設
定
さ
れ
、
一
月
か
ら
一
〇
月
ま
で
の
各
期
間
で
八

七
〇
〇
〇
〇
の
排
出
枠
が
提
供
さ
れ
、
こ
の
う
ち
五
七
〇
〇
〇
〇
の
排
出

枠
が
先
渡
し
取
引
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
同
項
に
よ
る
と
、
一
月
か
ら
一
〇
月
ま
で
の
各
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

期
間
に
お
い
て
は
、
五
七
〇
〇
〇
〇
の
排
出
枠
に
つ
い
て
先
渡
し
取
引
に

よ
る
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
が
、
ま
た
三
〇
〇
〇
〇
〇
の
排
出
枠
に
つ
い
て
ス
ポ

ッ
ト
取
引
に
よ
る
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
が
、
そ
れ
ぞ
れ
行
わ
れ
る
こ
と
と
な

り
、
一
一
月
以
降
に
行
わ
れ
る
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
で
は
、
こ
の
時
期
に
先
渡

し
取
引
を
行
う
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
八
七
〇
〇
〇
〇
の
排

出
枠
の
全
て
が
、
ス
ポ
ッ
ト
取
引
に
よ
っ
て
の
み
提
供
さ
れ
る
こ
と
と

48
）

な
る
。
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
手
続
の
実
施
に
伴
う
コ
ス
ト
を
カ
バ
ー
し
う
る
だ

け
の
排
出
枠
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
二
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〇
一
〇
年
か
ら
二
〇
一
二
年
に
お
い
て
は
、
一
週
間
を
ひ
と
つ
の
オ
ー
ク

シ
ョ
ン
期
間
と
し
て
、
一
年
あ
た
り
四
七
か
ら
五
〇
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
期

間
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
計
上
さ
れ
て

49
）

い
る
。

な
お
、
ド
イ
ツ
の
排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
制
度
は
、
二
〇
〇
三
年
の
Ｅ

Ｕ
排
出
枠
取
引
指
令
と
そ
の
国
内
法
化
に
基
づ
い
て
設
計
さ
れ
て
い
る

が
、
前
述
し
た
よ

50
）

う
に
、
同
指
令
の
内
容
は
、
二
〇
〇
九
年
の
新
Ｅ
Ｕ
排

出
枠
取
引
指
令
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
て
い
る
。
新
Ｅ
Ｕ
排
出
枠
取
引
指
令

第
一
〇
条
は
、
第
３
フ
ェ
ー
ズ
（
二
〇
一
三
年
〜
二
〇
二
〇
年
）
に
お
け

る
排
出
枠
の
有
償
配
分
に
つ
い
て
、
無
償
配
分
さ
れ
る
排
出
枠
を
除
く
全

て
の
排
出
枠
は
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
配
分
さ
れ
る
旨
を
規
定
し
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
第
３
フ
ェ
ー
ズ
に
お
い
て
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
対
象
と

な
る
排
出
枠
は
、
飛
躍
的
に
増
大
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

㈡

排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
令
第
二
条
第
四
項
は
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
手

続
の
実
施
に
伴
う
コ
ス
ト
の
リ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
必
要
な
諸
点
を
規
定
し

て
い
る
。
同
項
に
よ
れ
ば
、
こ
の
リ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
必
要
と
な
る
排
出

枠
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
量
の
決
定
の
基
礎
を
な
す
の
は
、
連
邦
予
算
上
の
ド

イ
ツ
排
出
枠
取
引
局

排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
令
第
七
条
に
基
づ
き
管

轄
機
関
と
さ
れ
る
連
邦
環

51
）

境
庁
の
内
部
に
設
置
さ
れ
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に

関
す
る
多
く
の
任
務
に
あ
た
る

に
よ
る
評
定
で
あ
り
、
生
じ
た
過
不

足
分
に
つ
い
て
は
、
以
降
の
年
の
リ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
必
要
性
の
中
で
算

入
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
項
第
一
文
お
よ
び
第
二
文
）。
こ
こ
で

は
、
排
出
枠
取
引
法
お
よ
び
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
法
（P

ro
-

jek
t
M
ech

a
n
ism

en
G
esetz,

52
）

P
ro
M
ech

G

）
の
執
行
に
基
づ
く
行
政

料
金
に
よ
る
収
入
の
分
を
除
き
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
売
上
額
へ
の
課
税
後

の
純
益
が
基
礎
と
な
る
。
一
月
か
ら
一
〇
月
ま
で
の
一
〇
カ
月
間
の
オ
ー

ク
シ
ョ
ン
の
収
益
の
う
ち
、
等
分
に
（
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ず
つ
の
割
合

で
）、
リ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
た
め
に
拠
出
さ
れ
る
。
リ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の

必
要
性
と
目
標
と
さ
れ
る
落
札
価
格
と
を
調
整
し
、
第
２
フ
ェ
ー
ズ
配
分

法
五
条
三
項
に
基
づ
き
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
さ
れ
る
排
出
枠
量
が
決
定
さ
れ

る
。

第
三
節

入
札
手
続
、
落
札
価
格
の
決
定
、
排
出
枠
の
配
分
な

ど
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
手
続
（
第
三
条
関
係
）

㈠

上
記
の
よ
う
に
、
八
七
〇
〇
〇
〇
の
排
出
枠
に
つ
い
て
入
札
が
行

わ
れ
る
と
し
て
、
立
法
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
の
入
札
お
よ
び
落

札
の
状
況
は
以
下
の
図
１
よ
う
に
整
理
さ

53
）

れ
る
。

下
記
の
図
１
の
よ
う
に
入
札
が
あ
っ
た
と
し
て
、
排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ

ン
令
第
三
条
第
五
項
に
従
い
整
理
す
る
と
、
八
七
〇
〇
〇
〇
の
排
出
枠
の

提
供
量
に
は
、
二
六
・
一
〇
ユ
ー
ロ
の
箇
所
で
達
す
る
こ
と
と
な
る
た

め
、
二
六
・
一
〇
ユ
ー
ロ
が
落
札
価
格
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
排
出
枠

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
で
は
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
簡
略
性
や
透
明
性
の
確
保
、
策

略
的
落
札
の
可
能
性
の
低
減
、
諸
外
国
に
お
け
る
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
制
度
と

の
調
和
の
確
保
と
い
っ
た
点

54
）

か
ら
、
排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
令
第
三
条
第

四
項
は
、
落
札
に
成
功
し
た
全
て
の
者
が
同
額
の
落
札
価
格
を
支
払
う
と

い
う
均
一
価
格
手
続
（E

in
h
eitsp

reisv
erfa

h
ren

）
を
採
用
し
（
封
印

入
札
・
均
一
価
格
手
続
）、
さ
ら
に
入
札
者
は
自
身
の
提
示
価
格
し
か
知

る
こ
と
し
か
で
き
な
い
旨
を
規
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
下
記
図
１

69 ドイツにおける温室効果ガス排出枠オークションの制度化について (川合敏樹)



の
よ
う
な
入
札
状
況
の
下
で
は
、
同
額
ま
た
は
こ
れ
よ
り
高
額
で
入
札
を

行
っ
た
全
て
の
入
札
者
が
、
落
札
価
格
二
六
・
一
〇
ユ
ー
ロ
で
排
出
枠
を

獲
得
す
る
こ
と
と
な
る
。

さ
ら
に
、
三
二
ユ
ー
ロ
か
ら
二
六
・
八
〇
ユ
ー
ロ
ま
で
の
価
格
で
入
札

を
行
っ
た
者
が
、
自
ら
の
希
望
し
た
量
の
全
て
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
二
人
の
入
札
者
（
下
記
図
１
の
⑦
お
よ
び
⑧
）
が
二
六
・
一
〇
ユ
ー

ロ
と
同
額
の
入
札
額
で
並
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
最
初
に
入
札
を
済
ま
せ

た
入
札
者
（
下
記
図
１
の
⑦
）
が
、
あ
と
残
っ
て
い
る
全
て
の
量
、
つ
ま

り
八
七
〇
〇
〇
〇
か
ら
八
〇
九
〇
〇
〇
を
差
し
引
い
た
六
一
〇
〇
〇
の
排

出
枠
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。

㈡

入
札
者
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
参
加
資
格
に
関
し
て
規
律
す
る
排
出
枠

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
令
第
三
条
第
二
項
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
取
引
所
へ
の

参
加
要
件
を
超
え
る
制
限
を
課
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
こ
と
か
ら
、
実
施
取

引
所
に
て
許
可
さ
れ
た
全
て
の
取
引
参
加
者
が
そ
の
対
象
と
さ
れ
て
お

り
、
企
業
、
協
会
、
私
人
の
い
ず
れ
も
が
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
排
出
枠
の
売
り
手

は
、
排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
令
所
定
の
管
轄
機
関
、
す
な
わ
ち
連
邦
環
境

庁
で
あ
る
（
排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
令
第
七
条
）。
連
邦
環
境
庁
内
部
に

設
置
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
排
出
枠
取
引
局
は
、
二
〇
〇
八
年
お
よ
び
二
〇

〇
九
年
の
排
出
枠
取
引
の
と
き
と
同

55
）

様
に
、
ド
イ
ツ
復
興
金
融
公
庫
に
対

し
て
、
排
出
枠
の
売
り
手
と
し
て
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
業
務
の
処
理
を
委
託

し
、
そ
の
結
果
、
二
〇
一
〇
年
お
よ
び
二
〇
一
一
年
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の

排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
は
、
欧
州
エ
ネ
ル
ギ
ー
取
引
所
（E

E
X

）
を
取
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図１：落札者、落札価格および落札量の決定の概要

① 100000の排出枠について32.00ユーロで入札。

② 220000の排出枠について30.50ユーロで入札。

③ 100000の排出枠について29.00ユーロで入札(10：30に入札終了）。
計 809000

④ 80000の排出枠について29.00ユーロで入札(12：00に入札終了）。

⑤ 137000の排出枠について27.90ユーロで入札。

⑥ 172000の排出枠について26.80ユーロで入札。

残 61000 ⑦ 140000の排出枠について26.10ユーロで入札(10：00に入札終了）。

………………………………………………………………………………………

⑧ 110000の排出枠について26.10ユーロで入札(11：30に入札終了)。

⑨ 165000の排出枠について25.40ユーロで入札。

⑩ 120000の排出枠について24.30ユーロで入札。

144000の排出枠について24.00ユーロで入札。

……以下続く。



引
所
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て

56
）

い
る
。

第
四
節

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
決
済
（
第
四
条
関
係
）

㈠

排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
令
第
四
条
第
一
項
に
よ
れ
ば
、
落
札
に
成

功
し
た
入
札
分
の
決
済
（
支
払
い
、
排
出
枠
の
引
渡
し
）
に
つ
い
て
は
、

当
該
実
施
取
引
所
に
お
い
て
従
前
行
わ
れ
て
き
て
い
る
排
出
枠
取
引
に
お

け
る
決
済
と
同
様
の
規
律
が
及
ぶ
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
従
前
の
排
出
枠

取
引
と
同
様
の
規
律
が
及
ぶ
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
取
引
所
に
お
け

る
取
引
の
安
全
性
（
経
済
的
安
定
性
、
取
引
に
対
す
る
監
督
）
を
確
保

し
、
排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
新
た
な
試
み
の
信
頼
性
を
確
保
で
き

る
よ
う
に
す
る
と
い
う
配
慮
に
基
づ
い
て

57
）

い
る
。

㈡

な
お
、
排
出
枠
の
取
引
に
関
し
て
、
排
出
枠
取
引
法
に
よ
れ
ば
、

操
業
者
等
の
責
任
者
（V

era
n
tw
o
rtli

58
）

ch
er

）
は
、
排
出
枠
の
引
渡
し

等
に
つ
き
記
録
さ
れ
た
口
座
（K

o
n
to

）
を
保
有
し
て
お
り
、
排
出
枠
の

取
引
に
あ
た
っ
て
、
管
轄
官
庁
は
、
排
出
枠
取
引
に
関
す
る
口
座
や
温
室

効
果
ガ
ス
の
排
出
行
為
（E
m
issio

n

）
に
関
し
て
記
載
さ
れ
た
排
出
枠

取
引
登
録
簿
（E

m
issio

n
sh
a
n
d
elsreg

ister

）
を
標
準
的
な
電
子
デ
ー

タ
の
形
式
に
よ
っ
て
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
排
出
枠
取
引
法
第
一
四

条
）。
そ
し
て
、
排
出
枠
の
引
渡
し
は
、
合
意
お
よ
び
購
入
者
の
口
座
へ

の
記
録
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
売
り
手
側
が
口
座
管
理
機
関
に
対
し
て
排

出
枠
を
売
り
手
側
か
ら
購
入
者
へ
と
引
き
渡
す
よ
う
指
示
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
口
座
へ
の
記
録
が
行
わ
れ
る
（
排
出
枠
取
引
法
第
一
六
条
第
一

項
）。

第
五
節

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
関
す
る
報
告
義
務
お
よ
び
監
督

第
五
条
関
係
）

㈠

排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
令
第
五
条
第
一
項
は
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の

終
了
後
、
管
轄
機
関
で
あ
る
連
邦
環
境
庁
に
対
し
て
実
施
取
引
所
が
各
種

デ
ー
タ
を
報
告
す
る
よ
う
義
務
付
け
て
い
る
が
、
管
轄
官
庁
の
も
と
に
同

様
の
デ
ー
タ
が
集
約
さ
れ
る
こ
と
は
、
諸
外
国
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
制
度
に

お
い
て
も
同
様
で

59
）

あ
る
。

ま
た
、
排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
制
度
を
正
常
に
機
能
さ
せ
る
た
め
に

は
、
入
札
者
に
よ
る
落
札
価
格
の
歪
曲
な
ど
が
予
防
・
排
除
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
実
施
取
引
所
や
管
轄
官
庁
は
、
そ
う
し
た
入
札

者
の
行
動
を
恒
常
的
に
監
視
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
定
め

て
い
る
の
が
、
排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
令
第
五
条
第
二
項
で
あ
る
。
立
法

理
由
書
に
よ

60
）

れ
ば
、
予
想
さ
れ
る
落
札
価
格
が
、
通
常
見
ら
れ
る
市
場
の

ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
か
ら
明
ら
か
に
逸
脱
し
て
い
る
と
き
に
は
、
落
札
価
格

の
確
定
ま
で
の
期
間
を
少
し
延
長
し
て
監
視
を
図
る
こ
と
が
、
特
に
想
定

さ
れ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、
同
項
に
も
あ
る
よ
う
に
、
取
引
所
取
引
に
関

す
る
監
督
法
制
上
の
手
段
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
違
反
者

に
対
し
て
は
、
取
引
か
ら
の
排
除
な
ど
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
課
す
こ
と
も

想
定
で
き
る
と
す
る
。

排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
令
第
三
条
第
三
項
に
よ
れ
ば
、
入
札
者
に
よ
る

落
札
価
格
の
歪
曲
の
兆
候
が
確
認
さ
れ
た
際
の
さ
ら
な
る
対
処
と
し
て

は
、
入
札
可
能
な
排
出
枠
に
上
限
（
一
〇
〇
〇
〇
〇
）
を
設
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
ほ
か
、
変
動
的
価
格
帯
（P

reisk
o
rrid

o
r m

it d
y
n
a
-
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m
isch

en P
reissch

w
ellen

,
d
y
n
a
m
isch

er P
reisk

o
rrid

o
r

）
を
採
用

す
る
こ
と
も
適
当
な
措
置
で
あ
る
と
さ
れ
て

61
）

い
る
。

㈡

な
お
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
落
札
価
格
の
歪
曲
を
予
防
・
排
除
す

る
た
め
の
規
定
で
あ
り
、
例
え
ば
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
対
象
の
排
出
枠
を
あ

る
企
業
が
独
占
的
に
購
入
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
、
排
出

枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
令
に
お
い
て
は
、
規
制
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
し
、

立
法
理
由
書
の
中
で
も
明
示
的
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
現
状
で
は
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
可
能
な
排
出
枠
が
多
く
は
な
い
（
ひ

と
つ
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
期
間
に
つ
き
八
七
〇
〇
〇
〇
、
年
間
合
計
四
〇
〇

〇
万
）
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
令
が
オ
ー
ク

シ
ョ
ン
対
象
の
排
出
枠
の
独
占
的
購
入
を
許
容
し
て
い
る
と
い
う
趣
旨
な

の
か
、
そ
れ
と
も
同
条
の
解
釈
・
運
用
に
よ
っ
て
規
制
を
行
い
う
る
の
か

が
不
明
確
で
あ
り
、
ま
た
、
第
３
フ
ェ
ー
ズ
に
お
い
て
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
可

能
と
な
る
排
出
枠
が
拡
大
し
た

62
）

際
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
具
体
的
に
そ
う

し
た
規
制
を
導
入
す
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
も
、
現
在
で
は
ま
だ
不
透
明

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
排
出
枠
オ
ー

ク
シ
ョ
ン
制
度
の
運
用
の
動
向
を
注
視
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

第
六
節

他
の
加
盟
国
に
お
け
る
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
制
度
と
の
関

係
（
第
六
条
関
係
）

排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
令
第
六
条
は
、
他
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
に
お
け
る
排

出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
と
の
統
合
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
他
の
Ｅ
Ｕ
加

盟
国
に
つ
い
て
は
、
排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
を
制
度
化
す
る
例
が
一
部
に

と
ど
ま
り
、
ま
た
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
対
象
の
排
出
枠
も
少
な
い
こ
と
か
ら
、

第
３
フ
ェ
ー
ズ
以
降
に
そ
う
し
た
僅
少
な
排
出
枠
を
取
り
扱
う
オ
ー
ク
シ

ョ
ン
制
度
が
各
加
盟
国
で
乱
立
し
て
も
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
抑
制
と

い
う
本
来
の
目
標
を
達
成
す
る
と
い
う
点
で
は
、
排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

の
制
度
化
の
意
義
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
全
体
に
お
け

る
制
度
の
調
和
化
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
う
し
た
規
定
が
設
け
ら
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
の
で

63
）

あ
る
。
こ
の
排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
令
第
六
条
に
よ
れ

ば
、
Ｅ
Ｕ
全
域
を
対
象
と
す
る
と
ま
で
は
い
え
ず
と
も
、
ド
イ
ツ
を
中
心

と
す
る
複
数
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
間
で
国
家
横
断
的
・
広
域
的
な
排
出
枠
オ

ー
ク
シ
ョ
ン
制
度
を
構
築
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
の
で
あ
り
（
も
ち
ろ

ん
、
具
体
的
な
制
度
設
計
に
あ
た
っ
て
は
、
別
途
解
決
す
べ
き
問
題
も
残

る
だ
ろ
う
が
）、
国
家
横
断
的
・
全
地
球
的
な
観
点
か
ら
温
室
効
果
ガ
ス

の
排
出
を
削
減
・
予
防
す
る
こ
と
に
寄
与
し
う
る
。
今
後
の
日
本
に
お
い

て
、
そ
も
そ
も
排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
制
度
を
導
入
す
る
か
否
か
と
い
う

問
題
は
残
る
も
の
の
、
仮
に
導
入
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し

た
国
家
横
断
的
な
排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
制
度
の
導
入
の
是
非
と
い
う
点

は
、
ひ
と
つ
の
検
討
材
料
と
さ
れ
う
る
。

お

わ

り

に

以
上
、
非
常
に
簡
単
に
で
は
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
排
出
枠
取
引

制
度
、
と
り
わ
け
排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
制
度
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
規
定

す
る
排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
令
の
訳
出
と
そ
の
基
本
的
事
項
や
特
色
等
の

確
認
作
業
を
行
な
っ
て
き
た
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

72國學院法學第48巻第1号 (2010)



は
、
二
〇
〇
八
年
お
よ
び
二
〇
〇
九
年
に
そ
の
運
用
実
績
が
あ
る
と
は
い

え
、
二
〇
一
〇
年
か
ら
正
式
な
法
制
度
と
し
て
運
用
が
開
始
さ
れ
た
ば
か

り
で
あ
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
今
後
は
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
対
象
の
排
出

枠
も
大
幅
に
増
加
さ
れ
る
見
込
み
で
あ
り
、
排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
制

度
化
が
よ
り
推
進
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
動
向
に

加
え
て
、
航
空
輸
送
（L

u
ftv
erk

eh
r

）
分
野
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス

に
つ
い
て
も
、
排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
制
度
化
が
進
め
ら
れ
て

64
）

い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
新
た
な
制
度
が
導
入
さ

れ
、
そ
し
て
実
際
に
運
用
さ
れ
、
ま
た
そ
の
範
囲
が
広
が
っ
て
い
く
に
つ

れ
て
、
新
た
な
争
訟
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
も
懸
念
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

65
）

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
制
度
の
導
入
の
是
非
や
同

制
度
の
運
用
上
の
長
所
や
問
題
点
を
把
握
し
て
、
そ
の
評
価
を
下
し
、
さ

ら
に
は
日
本
の
排
出
枠
取
引
制
度
の
拡
充
に
寄
与
し
う
る
視
座
を
獲
得
す

る
に
は
、
い
ま
少
し
時
間
を
か
け
て
慎
重
な
検
討
が
必
要
に
な
ろ
う
。
そ

の
た
め
、
筆
者
と
し
て
も
、
今
後
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
排
出
枠
オ
ー
ク
シ

ョ
ン
制
度
を
め
ぐ
る
動
向
を
注
視
し
て
い
く
所
存
で
あ
る
。

１
）

V
ero

rd
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em
 
Z
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esetz 2012.

B
G
B
l I

 
S
.
2048.

２
）

も
ち
ろ
ん
、
一
口
に
排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
制
度
と
い
っ
て

も
、
具
体
的
に
い
か
な
る
制
度
設
計
を
行
う
べ
き
か
と
い
う
問
題
は

残
る
。
環
境
経
済
学
の
立
場
か
ら
排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
制
度
の
導

入
を
支
持
し
つ
つ
、
同
制
度
の
導
入
を
め
ぐ
る
利
点
や
問
題
点
な
ど

に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
諸
富
徹
「
排
出
枠
取
引

制
度
に
お
け
る
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
方
式
の
検
討
」
会
計
検
査
研
究
四
一

号
八
一
頁
以
下
。
さ
ら
に
排
出
枠
取
引
制
度
全
般
に
関
し
て
、
例
え

ば
、
諸
富
徹
・
鮎
川
ゆ
か
り
編
著
『
脱
炭
素
社
会
と
排
出
量
取
引
』

（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年
）
一
頁
以
下
な
ど
。

３
）

本
稿
は
、
平
成
二
一
年
度
の
環
境
省
委
託
調
査
「
世
界
各
国
の

環
境
法
制
に
係
る
比
較
法
調
査
」
の
た
め
に
執
筆
し
た
報
告
書
に
若

干
の
加
筆
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
研
究
会
の
席
上
、
座
長
の

大
塚
直
教
授
（
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
）
を
は
じ
め
と
す

る
出
席
者
の
方
々
か
ら
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
を
賜
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
、
御
礼
を
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
そ
の
全
て
を
本
稿
に
反
映
さ

せ
る
こ
と
は
で
き
て
お
ら
ず
、
本
稿
は
あ
く
ま
で
も
資
料
と
い
う
位

置
付
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
扱
う
テ
ー
マ
に
関
す
る

よ
り
詳
細
な
論
究
は
他
日
を
期
す
所
存
で
あ
る
。
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B
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L
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o
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25.10.

2003,
S
.
32.

な
お
、
こ
の
指
令
は
、
二
〇
〇
九
年
四
月
二
三
日
の
新
Ｅ
Ｕ
排
出

枠
取
引
指
令
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
て
い
る
。R

ich
tlin

ie 2009 /29 /
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B
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S
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G

に
お
い
て
、
イ
ミ
ッ
シ
オ
ン
と
は
、
人
間
、
動
植

物
、
土
壌
、
水
、
大
気
、
文
化
財
お
よ
び
そ
の
他
の
財
物
に
対
し
て

影
響
を
与
え
る
大
気
汚
染
、
騒
音
、
振
動
、
光
線
、
熱
、
電
磁
波
お

よ
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
環
境
影
響
の
こ
と
を
い
う
（B

Im
S
ch
G

第

三
条
第
二
項
）。
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B
Im
S
ch
G

に
お
い
て
、
エ
ミ
ッ
シ
オ
ン
と
は
、
施
設
か
ら
発

せ
ら
れ
る
大
気
汚
染
、
騒
音
、
振
動
、
光
線
、
熱
、
電
磁
波
お
よ
び

こ
れ
ら
に
類
す
る
現
象
の
こ
と
を
い
う
（B

Im
S
ch
G

第
三
条
第
三

項
）。
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p
a
rw
a
sse

r /
R
u
d
ig
e
r
 
E
n
g
e
l /
A
n
d
re
a
s

 
V
o
ß
k
u
h
le,

U
m
w
eltrech

t,
5.
A
u
fl.,

2003,
2
 
R
n
.
133

;

E
ck
a
rd
 
R
eh
b
in
d
er,

Z
iele,

G
ru
n
d
sa
tze,

S
tra
teg

ien
 
u
n
d

 
In
stru

m
en
te d

es U
m
w
eltrech

ts,
in
:
K
la
u
s H

a
n
sm
a
n
n
/

D
ieter S

elln
er,

G
ru
n
d
zu
g
e d

es U
m
w
eltrech

ts,
3.
A
u
fl.,

2007,
3 R

n
.
313ff.

な
お
、
エ
ミ
ッ
シ
オ
ン
お
よ
び
イ
ミ
ッ
シ
オ

ン
の
相
殺
制
度
と
そ
の
機
能
性
や
限
界
等
に
つ
い
て
は
、
戸
部
真
澄

『
不
確
実
性
の
法
的
制
御
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
九
年
）
一
五
五
頁
以
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下
に
詳
し
い
。

17
）

な
お
、
こ
の
点
に
関
す
るB

Im
S
ch
G

と
水
法
の
領
域
と
の
間

の
差
異
は
、
小
さ
く
は
な
い
と
見
ら
れ
る
。B

Im
S
ch
G

は
、
営
業

活
動
に
必
然
的
に
随
伴
す
る
と
考
え
ら
れ
た
大
気
汚
染
を
規
制
す
る

と
い
う
目
的
を
有
し
て
い
た
営
業
法
制
に
端
を
発
す
る
た
め
、
少
な

く
と
も
形
式
上
は
覊
束
的
許
可
制
度
を
維
持
し
て
い
る
（
た
だ
し
、

そ
の
実
態
と
し
て
は
、
計
画
法
的
要
素
の
導
入
を
迫
ら
れ
て
い
る
面

が
あ
る
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
水
法
の
領
域
で
は
、
古
く
か
ら
希
少

な
環
境
資
源
と
し
て
の
水
を
管
理
す
る
と
い
う
視
点
が
強
調
さ
れ
て

き
て
お
り
、
例
え
ば
、
水
管
理
法
（W

a
sserh

a
u
sh
a
ltsg

esetz

）

に
お
い
て
は
、
水
域
利
用
の
可
否
が
管
轄
行
政
庁
の
広
範
な
管
理
裁

量
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
廃
水
課
徴
金
法
（A

b
w
a
ssera

b
-

g
a
b
en
g
esetz

）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
経
済
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ

に
訴
え
る
手
法
も
用
い
ら
れ
て
き
て
お
り
、
こ
の
点
で
はB

Im
S
-

ch
G

と
水
法
は
対
照
的
と
も
い
え
る
。

18
）

排
出
枠
取
引
法
に
い
う
管
轄
官
庁
と
は
、B

Im
S
ch
G

の
要
許

可
施
設
に
つ
い
て
は
各
州
法
所
定
の
官
庁
の
こ
と
を
い
い
、
そ
の
他

に
つ
い
て
は
連
邦
環
境
庁
（U

m
w
eltb

u
n
d
esa

m
t

）
の
こ
と
を
い

う
（
排
出
枠
取
引
法
第
二
〇
条
第
一
項
）。

19
）

B
reu

er,
in

:
S
ch
m
id
t
A
ß
m
a
n
n
/S
ch
o
ch
,
a
.a
.O
.

A
n
m
.6

）,
5 R

n
.
222h

.

20
）

な
お
、
ド
イ
ツ
の
行
政
裁
判
法
（V

erw
a
ltu
n
g
sg
erich

ts-

o
rd
n
u
n
g
,
V
w
G
O

）
に
お
い
て
は
、
行
政
行
為
等
の
異
議
申
立
て

や
取
消
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
と
、
日
本
の
行
政
事
件
訴
訟
法
第
二
五

条
第
一
項
と
は
異
な
り
、
当
該
行
政
行
為
の
執
行
は
停
止
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
が
（a

u
fsch

ieb
en
d
e W

irk
u
n
g

）、
排
出
枠
取
引
法
で

は
、
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
執
行
不
停
止
原
則
が
採
ら
れ
て
い
る

（
排
出
枠
取
引
法
第
一
二
条
）。

21
）

後
掲
註
24
を
参
照
。

22
）

V
G
 
W
u
rzb

u
rg 9.11.2004,

N
V
w
Z 2005,

471.

23
）

B
V
erw

G
 
30.6.2005,

B
V
erw

G
E
 
124,47

＝
N
V
w
Z

 
2005,

1178 ＝
U
P
R
 
2006,

29 u
sw

）.

24
）

排
出
枠
取
引
法
に
よ
れ
ば
、
同
法
に
い
う
温
室
効
果
ガ
ス
の
排

出
行
為
（E

m
issio

n

）
を
行
な
う
た
め
に
は
、
そ
の
許
可
（E

m
is-

sio
n
sg
en
eh
m
ig
u
n
g

）
を
要
す
る
が
（
第
四
条
第
一
項
）、B

Im
S
-

ch
G

上
の
要
許
可
施
設
に
つ
い
て
は
、B

Im
S
ch
G

所
定
の
許
可
を

も
っ
て
上
記
の
許
可
と
さ
れ
る
（
第
六
条
第
一
項
）。
そ
し
て
、
排

出
枠
取
引
法
別
表
１
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
施
設
で
二
〇
〇
四
年
七
月

一
五
日
よ
り
前
にB

Im
S
ch
G

上
の
許
可
を
得
て
い
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
行
為
や
排
出
枠
の
割
り
当
て
等
に
関

す
る
諸
要
求
（
第
五
条
お
よ
び
第
六
条
第
一
項
）
は
、
こ
の
許
可
を

構
成
す
る
要
素
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
（
第
四
条
第
七

項
第
一
文
）。
そ
こ
で
、
本
件
に
お
い
て
、
原
告
は
、
排
出
枠
取
引

法
第
四
条
第
七
項
第
一
文
が
既
存
のB

Im
S
ch
G

上
の
許
可
の
変
更

を
命
じ
る
内
容
に
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
行
政
行
為
の
擬
制
（v

er-

k
a
p
p
ter V

erw
a
ltu
n
g
sa
k
t

）
が
存
す
る
と
主
張
し
て
、
そ
の
取

消
訴
訟
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
。
原
告
に
よ
る
主
張
に
対
し
て
、
ヴ

ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
所
お
よ
び
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
排
出
枠
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取
引
法
第
四
条
第
七
項
第
一
文
はB

Im
S
ch
G

上
の
許
可
の
変
更
命

令
で
あ
る
と
擬
制
す
る
も
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
原
告
に
よ

る
そ
の
取
消
訴
訟
の
提
起
は
許
さ
れ
な
い
と
し
て
、
原
告
に
よ
る
訴

え
を
却
下
し
た
。
他
方
、
排
出
枠
取
引
法
所
定
の
義
務
の
不
存
在
を

確
認
す
る
よ
う
求
め
た
確
認
訴
訟
の
提
起
は
許
さ
れ
る
と
さ
れ
、
本

案
審
理
の
結
果
、
本
文
に
記
載
し
た
よ
う
な
判
示
が
な
さ
れ
て
い

る
。

25
）

こ
の
連
邦
行
政
裁
判
所
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｕ
法
を
契
機

と
す
る
基
本
権
侵
害
の
疑
い
が
あ
る
案
件
に
対
す
る
裁
判
所
の
審
査

の
在
り
方
（
裁
判
所
に
よ
る
審
査
可
能
な
範
囲
や
審
査
基
準
）
に
つ

い
て
大
き
な
論
点
を
提
供
す
る
、
い
わ
ゆ
るS
o
la
n
g
e II

決
定

（B
V
erfG

 
22.10.1986,

B
V
erfG

E
 
73,

339

）
が
引
用
さ
れ
て
い

る
点
な
ど
を
含
め
、
よ
り
詳
細
な
検
討
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る

（
同
決
定
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
奥
山
亜
喜
子
「
欧
州
共
同

体
の
派
生
法
に
対
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
裁
判
権
」
ド
イ
ツ
憲
法

判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
〔
第
二
版
〕』（
信
山
社
、
二

〇
〇
三
年
）
四
二
六
頁
以
下
を
参
照
）。
こ
の
連
邦
行
政
裁
判
所
の

判
決
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、H

a
n
s
Jo
a
ch
im
 
K
o
ch
/C
h
ris-

tia
n K

a
h
le,

A
k
tu
elle R

ech
tsp
rech

u
n
g zu

m
 
Im
m
issio

n
ss-

ch
u
tzrech

t,
N
V
w
Z 2006,

1124
1126f.

）
は
、
判
決
の
結
論
自

体
に
は
賛
意
を
示
し
つ
つ
、
そ
の
理
由
付
け
に
つ
い
て
は
内
在
的
な

問
題
点
が
あ
る
と
し
て
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。
ま
た
、C

lem
en
s

 
W
eid
em
a
n
n
,
,,S
o
la
n
g
e II‘‘

h
o
ch
 
3?,

N
V
w
Z
 
2006,

623

626ff.

）
は
、S

o
la
n
g
e II

決
定
で
示
さ
れ
た
法
理
が
、
本
来
的

に
は
加
盟
国
内
に
直
接
適
用
さ
れ
る
法
形
式
で
あ
る
規
則
（V

ero
r-

d
u
n
g

）
に
関
し
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
が
、
近
時
で

は
加
盟
国
に
よ
る
国
内
法
制
化
措
置
を
要
す
る
法
形
式
で
あ
る
指
令

（R
ich
tlin

ie

）
に
つ
い
て
も
援
用
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
点
、
し
た

が
っ
て
基
本
権
保
護
の
裁
判
的
保
障
が
縮
減
さ
れ
う
る
可
能
性
が
あ

る
点
を
批
判
し
て
い
る
。

26
）

G
ru
n
d
g
esetz

 
fu
r
 
d
ie
 
B
u
n
d
esrep

u
b
lik
 
D
eu
tsch

la
n
d

 
v
o
m
 
23.5.1949,

B
G
B
l I S

.1
zu
letzt g

ea
n
d
ert v

o
m
 
29.7.

2009,
B
G
B
l I S

.
2248

）.

27
）

前
掲
註
18
を
参
照
。

28
）

そ
の
他
、
連
邦
が
立
法
管
轄
を
有
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
独

立
の
連
邦
上
級
官
庁
な
ら
び
に
連
邦
に
直
属
す
る
新
た
な
公
法
上
の

団
体
お
よ
び
営
造
物
を
連
邦
の
法
律
に
よ
っ
て
設
置
す
る
こ
と
が
で

き
る
。」（
第
二
文
以
下
省
略
）

29
）

B
V
erfG

 
14.5.2007,

N
V
w
Z 2007,

942 ＝
U
P
R
 
2007,

344
 

u
sw
.

30
）

な
お
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
排
出
枠
取
引
を
め
ぐ
る
争
訟
の
動
向

の
紹
介
・
検
討
に
つ
い
て
は
、
本
稿
と
は
別
に
小
論
を
予
定
し
て
い

る
（「
環
境
管
理
」
二
〇
一
〇
年
一
二
月
号
掲
載
予
定
）。

31
）

温
室
効
果
ガ
ス
と
は
、
二
酸
化
炭
素
（C

O

）、
メ
タ
ン

（C
H

）、
一
酸
化
二
窒
素
（N

O

）、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
（
フ
ロ

ン
）（F

K
W

）、
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
（P

F
C

）、
六
フ
ッ
化

硫
黄
（S

F

）
の
こ
と
を
い
う
（
排
出
枠
取
引
法
第
三
条
第
二
項
）。

32
）

一
ト
ン
の
二
酸
化
炭
素
当
量
と
は
、
一
ト
ン
の
二
酸
化
炭
素
ま
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た
は
大
気
の
温
暖
化
の
可
能
性
と
し
て
は
一
ト
ン
の
二
酸
化
炭
素
に

相
当
す
る
他
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
量
を
い
う
（
排
出
枠
取
引
法
第
三

条
第
四
項
）。

33
）

排
出
枠
と
は
、
一
ト
ン
の
二
酸
化
炭
素
当
量
を
一
定
の
空
間
に

排
出
す
る
権
限
の
こ
と
を
い
う
（
排
出
枠
取
引
法
第
三
条
第
四
項
）。

ま
た
、
同
法
に
い
う
（
し
た
が
っ
て
、
同
様
に
、
後
述
す
る
排
出
枠

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
令
に
い
う
）
排
出
枠
は
、
有
価
証
券
取
引
法

（W
ertp

a
p
ierh

a
n
d
elsg

esetz

）
第
二
条
第
二
ｂ
項
な
ど
に
い
う

「
金
融
商
品
（F

in
a
n
zw
esen

）」
で
は
な
い
と
さ
れ
る
（
排
出
枠

取
引
法
第
一
五
条
）。

34
）

新
規
施
設
と
は
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
三
一
日
よ
り
後
に
操
業

開
始
し
た
施
設
の
こ
と
を
い
う
（
第
２
フ
ェ
ー
ズ
配
分
法
第
三
条
第

二
項
第
一
号
）。

35
）

操
業
開
始
と
は
、
試
用
操
業
後
に
初
め
て
通
常
操
業
を
開
始
し

た
こ
と
を
い
う
（
第
２
フ
ェ
ー
ズ
配
分
法
第
三
条
第
二
項
第
二
号
）。

36
）

製
造
工
程
量
と
は
、
一
年
間
に
施
設
内
で
製
造
さ
れ
る
製
品
の

量
の
こ
と
を
い
う
（
第
２
フ
ェ
ー
ズ
配
分
法
第
三
条
第
二
項
第
四

号
）。

37
）

キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
と
は
、
一
年
間
で
実
際
上
お
よ
び
法
的
に
可
能

な
最
大
の
製
造
工
程
量
の
こ
と
を
い
う
（
第
２
フ
ェ
ー
ズ
配
分
法
第

三
条
第
二
項
第
五
号
）。

38
）

R
eh
b
in
d
er,

in
:
H
a
n
sm
a
n
n
/S
elln

er,
a
.a
.O
.
A
n
m
.

16

）,
3 R

n
.
309.

39
）

こ
の
有
償
配
分
の
割
合
は
、
二
〇
〇
三
年
の
Ｅ
Ｕ
排
出
枠
取
引

指
令
の
第
一
〇
条
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
註
５
で
触

れ
て
い
る
よ
う
に
、
同
指
令
の
内
容
は
、
二
〇
〇
九
年
の
新
Ｅ
Ｕ
排

出
枠
取
引
指
令
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
て
い
る
。
新
Ｅ
Ｕ
排
出
枠
取
引

指
令
第
一
〇
条
は
、
第
３
フ
ェ
ー
ズ
（
二
〇
一
三
年
〜
二
〇
二
〇

年
）
に
お
け
る
排
出
枠
の
有
償
配
分
に
つ
い
て
、
無
償
配
分
さ
れ
る

排
出
枠
を
除
く
全
て
の
排
出
枠
は
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
配
分

さ
れ
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
第
３
フ
ェ
ー
ズ
に
お
い

て
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
対
象
と
な
る
排
出
枠
は
、
飛
躍
的
に
増
大
す
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。

40
）

B
T
D
ru
ck
s.
16 /13189,

S
.
7.

41
）

R
eh
b
in
d
er,

in
:
H
a
n
sm
a
n
n
/S
elln

er,
a
.a
.O
.
A
n
m
.

16

）,
3 R

n
.
309.

42
）

本
節
に
お
い
て
排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
令
の
訳
文
中
で
付
し
た

註
記
は
、
同
命
令
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
他
の
法
令
の
条
文
を

註
記
の
形
式
で
筆
者
が
便
宜
上
邦
訳
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
命
令
の

ド
イ
ツ
語
原
文
に
元
々
付
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

43
）

第
２
フ
ェ
ー
ズ
配
分
法

第
二
一
条：

手
続

②

連
邦
政
府
は
、
連
邦
参
議
院
の
同
意
な
く
し
て
法
規
命
令
に
よ

っ
て
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
手
続
を
定
め
る
よ
う
授
権
さ
れ
て
い
る
。
法

規
命
令
は
、
連
邦
衆
議
院
の
同
意
を
必
要
と
す
る
。
法
規
命
令
に

お
い
て
は
、
管
轄
機
関
お
よ
び
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
手
続
の
実
施
に
関

す
る
規
律
が
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら

は
、
客
観
的
、
追
行
可
能
お
よ
び
無
差
別
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

個
々
の
入
札
者
の
行
動
に
よ
る
価
格
形
成
へ
の
影
響
に
対
す
る
予
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防
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

44
）

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
枠
取
引
法

第
三
条：

概
念
規
定

④

こ
の
法
律
に
お
い
て
排
出
枠
と
は
、
一
ト
ン
の
二
酸
化
炭
素
当

量
を
一
定
の
空
間
に
排
出
す
る
権
限
を
い
う
。
一
ト
ン
の
二
酸
化

炭
素
当
量
と
は
、
一
ト
ン
の
二
酸
化
炭
素
ま
た
は
大
気
の
温
暖
化

の
可
能
性
と
し
て
は
一
ト
ン
の
二
酸
化
炭
素
に
相
当
す
る
他
の
温

室
効
果
ガ
ス
の
量
を
い
う
。
連
邦
政
府
は
、
連
邦
参
議
院
の
同
意

を
必
要
と
し
な
い
法
規
命
令
に
よ
っ
て
、
国
際
基
準
の
枠
内
で
、

個
々
の
温
室
効
果
ガ
ス
に
つ
い
て
の
二
酸
化
炭
素
当
量
を
定
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

45
）

第
２
フ
ェ
ー
ズ
配
分
法

第
一
九
条：

範
囲
と
使
用

二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
二
年
の
配
分
期
間
に
お
い
て
は
、
第
五

条
第
三
項
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
年
当
た
り
四
〇
〇
〇
万
の
排
出
枠
が

二
〇
条
お
よ
び
二
一
条
に
基
づ
き
販
売
さ
れ
る
。
販
売
に
よ
る
収
益

は
連
邦
に
帰
属
す
る
。
販
売
に
よ
る
収
益
は
、
連
邦
環
境
・
自
然
保

護
・
原
子
炉
安
全
省
の
個
別
計
画
に
盛
り
込
ま
れ
る
。
収
益
の
使
用

に
関
し
て
は
、
年
次
の
財
政
法
の
枠
内
で
決
定
さ
れ
る
。

46
）

第
２
フ
ェ
ー
ズ
配
分
法

第
五
条：

リ
ザ
ー
ブ

③

排
出
取
引
の
枠
内
で
連
邦
に
課
さ
れ
た
課
題
に
取
り
組
む
こ
と

に
よ
り
発
生
す
る
コ
ス
ト
は
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
二
年
の

配
分
期
間
に
お
い
て
、
排
出
枠
の
販
売
に
よ
っ
て
、
リ
ザ
ー
ブ
か

ら
弁
済
さ
れ
る
。
第
二
一
条
は
準
用
す
る
。
行
政
料
金
の
値
上
げ

は
本
条
と
は
関
係
な
い
も
の
と
す
る
。

47
）

B
T
D
ru
ck
s.
16 /13189,

S
.
8.

48
）

B
T
D
ru
ck
s.
16 /13189,

S
.
8.

49
）

B
T
D
ru
ck
s.
16 /13189,

S
.
8.

50
）

前
掲
註
39
を
参
照
。

51
）

な
お
、
排
出
枠
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
令
に
お
い
て
、
連
邦
環
境
庁

（
内
部
に
設
置
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
排
出
枠
取
引
局
も
含
む
）
が
管

轄
機
関
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
排
出
枠
取
引
の
管
轄

お
よ
び
排
出
枠
取
引
登
録
簿
の
管
理
を
経
験
し
て
き
て
い
る
こ
と
に

よ
る
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
（B

T
D
ru
ck
s.

16 /

13189,
S
.
10

）。

52
）

G
esetz

 
u
b
er
 
p
ro
jek

tb
ezo

g
en
e
 
M
ech

a
n
ism

en
 
n
a
ch

 
d
em
 
P
ro
to
k
o
ll v

o
n K

y
o
to zu

m
 
R
a
h
m
en
u
b
erein

k
o
m
m
en

 
d
er V

erein
ten N

a
tio
n
en u

b
er K

lim
a
a
n
d
eru

n
g
en v

o
m
 
11.

D
ezem

b
er 1997.

B
G
B
l I 2005,

S
.
2826.

53
）

B
T
D
ru
ck
s.
16 /13189,

S
.
9.

54
）

B
T
D
ru
ck
s.
16 /13189,

S
.
9.

55
）

本
文
第
二
章
第
二
節
を
参
照
。

56
）

ド
イ
ツ
排
出
枠
取
引
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

h
ttp

: /
/
w
w
w
.d
e
h
st.d

e
/
n
n
 
4
7
6
1
9
4
/
D
E
/
E
m
issio

n
sh
a
n
-

d
el /V

ersteig
eru

n
g
/V
ersteig

eru
n
g
 
n
o
d
e
.h
tm
l?

n
n
n
＝

tru
e.

57
）

B
T
D
ru
ck
s.
16 /13189,

S
.
9.

58
）

排
出
枠
取
引
法
に
い
う
責
任
者
と
は
、
同
法
別
表
１
掲
記
の
活

動
（
電
力
供
給
な
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
、
鉄
鋼
業
な
ど
）
に
関
す

る
直
接
的
な
決
定
権
限
を
有
し
、
こ
の
決
定
権
限
を
行
使
す
る
際
に
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経
済
的
リ
ス
ク
を
負
う
自
然
人
ま
た
は
法
人
の
こ
と
を
い
い
、

B
Im
S
ch
G

に
お
い
て
要
許
可
施
設
に
つ
い
て
は
、
当
該
施
設
の
操

業
者
が
責
任
者
に
当
た
る
（
排
出
枠
取
引
法
第
三
条
第
七
項
）。

59
）

B
T
D
ru
ck
s.
16 /13189,

S
.
9.

60
）

B
T
D
ru
ck
s.
16 /13189,

S
.
9f.

61
）

B
T
D
ru
ck
s.
16 /13189,

S
.
10.

62
）

前
掲
註
39
お
よ
び
本
文
第
三
章
第
二
節
㈠
を
参
照
。

63
）

B
T
D
ru
ck
s.
16 /13189,

S
.
10.

64
）

ド
イ
ツ
排
出
枠
取
引
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

h
ttp

: /
/
w
w
w
.d
e
h
st.d

e
/
n
n
 
4
7
6
1
9
4
/
D
E
/
E
m
issio

n
sh
a
n
-

d
el /V

ersteig
eru

n
g
/V
ersteig

eru
n
g
 
n
o
d
e
.h
tm
l?

n
n
n
＝

tru
e.

65
）

R
eh
b
in
d
er,

in
:
H
a
n
sm
a
n
n
/S
elln

er,
a
.a
.O
.
A
n
m
.

16

）,
3 R

n
.
312.
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